
FAQ（よくある質問）　神奈川県観光客受入環境整備費補助金

項目 質問 回答 関連ページ

1 補助対象者
補助対象には、法人の指定はあるか。一般社
団法人、公益社団法人、医療法人、宗教法
人、学校法人等は対象となるか。

風営法第２条６項に当たる施設は対象外となりますが、法人の指定
はありません。

募集要領P3
【２　補助対象者】

2 補助対象者 法人所在地は神奈川県外だが対象となるか。 神奈川県内で施設を営んでいれば対象となります。

募集要領P3
【２　補助対象者】
募集要領P4
【３　補助要件】

3 補助対象者 観光地にある飲食店は対象となりますか。
国内外の旅行者の利用が見込まれる施設等が対象です。
要件に当てはまる場合は対象となります。要件に当てはまるかは、
審査の中で判断します。

募集要領P3
【２　補助対象者】

4 補助対象者 現在休業中だが、申請できるか。
申請時までに申請する店舗・事業所等の運営が確認できれば、申請
可能です。

募集要領P3
【２　補助対象者】

5 補助上限 補助対象事業の下限はあるか。 下限の設定はありません。
募集要領P3
【１　補助率・補助上限額】

6 補助対象経費
他の補助金の支払いを受けている事業・経費
は申請できないとあるが、具体的には何がそ
の事業・経費に当たるか。

補助の対象となった事業としています。基本的に１契約を１事業と
みなします。

―

7 補助対象経費
国の「持続化給付金」、「一時支援金」や県
の「協力金」を受け取っていても申請可能で
すか。

申請可能です。 ―

8 補助対象経費

広告宣伝費について、補助対象事業者でない
他の事業者と共同で行ったが、全額、当社
（今回の補助申請者）が支払ったが、全額補
助対象経費として申請できるか。

本来、補助事業者が負担するべき経費分までしか認められません。
例えば、広告の半分が補助対象事業者、残りの半分が他の事業者で
ある場合には、経費の半分しか補助対象経費として計上できませ
ん。

申請の手引きP7
【５ 補助対象外経費】

9 補助対象経費
以前作成した多言語のパンフレットの増刷は
対象になるのか。

観光パンフレット等の作成が事業の目的の対象であり、既存のパン
フレットの増刷は単なる更新、買換えに当たるため補助対象外とな
ります。

申請の手引きP13
【補助対象外経費の考え方　１
物品購入費】

10 補助対象経費
コンテンツ開発に係る事業経費とは、どのよ
うなものか。

アドベンチャーツーリズムやスポーツツーリズム、サステナブル
ツーリズムをテーマとした商品開発費用、専門家によるコンサルタ
ント経費、アプリ開発などが該当します。

申請の手引きP6
【４ 補助対象経費（２）補助対
象事業及び経費　２ 新たな観光
需要への体制整備事業】

11 補助対象経費
自動翻訳機整備について、機器購入費と通信
費の両方が補助の対象か。

機器購入費は対象となるが、通信費は対象となりません。ただし、
機器購入費に通信費が含まれており、区別が出来ない場合は対象と
します。

申請の手引きP13
【補助対象外経費の考え方　３
ITシステム導入費】

12 補助対象経費
施設の修繕や設備等の故障の修理代は対象と
なるのか。

本補助金では、施設または設備の老朽化等に伴う回復に要する経費
は対象外となります。

申請の手引きP13
【補助対象外経費の考え方　２
施設工事費】

13 補助対象経費
災害時対応として、ガスボンベ式のポータブ
ル発電機が補助対象になるか。

補助金対象となる発電機は発電式発電機であり、充電式の発電機は
対象外となります。そのため、ご質問のような発電機自体に発電機
能があれば対象となります。

申請の手引きP12
【補助対象経費の考え方　２ 新
たな観光需要への体制整備事業
⑥災害時対応整備事業】

14 補助対象経費 対象事業に係るリース料は対象となるか。
県からの交付決定日以降に新規に発注（契約）したものであれば対
象となります。
なお、対象経費は補助対象期間内に支払った経費となります。

申請の手引きP13
【補助対象外経費の考え方　３
ITシステム導入費】

15 補助対象経費
従業員が補助対象経費を立て替えて支払う場
合、補助対象となるか。

補助対象となります。
立替え払いについては、立替払請求書兼領収書（様式７）を添付し
てください。

事業実施の手引きP6
【２経費支出の証拠書類等につ
いて　（１）経費支出の証拠書
類　③振込の証明書類】

16 申請書類
申請すれば必ず補助金の交付を受けられる
か。

審査の上、補助を決定するため、必ずしも補助が受けられるとは限
りません。
また、応募は先着順のため、予算を超えて応募があった場合、申請
いただいた方全員に補助金を交付できない場合があります。
また、本補助金にそぐわない事業等が申請に含まれている場合は、
交付決定額が申請額より低くなることがあります。

募集要領P7
【６申請 の 受付期間 ・方法】
募集要領P8
【７補助金申請から支払いまで
の流れ】

17 申請書類 何度でも申請して良いか。 申請は、１事業者当たり１回となります。 -

18 申請書類 様式はどこで入手するのか。
本補助金のウェブサイト
（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m/hojyokin/r8ukeirekank
youhojyokin.html）からダウンロードしてください。

申請の手引きP2
【１ 交付申請書】
事業実施の手引きP3
【１実績報告について　（２）
実績報告の書類・提出期限】



19 申請書類
申請書を手書きで記入したものをPDF等で提出
して良いか。

指定のExcelファイルを使用し、提出ください。 -

20 申請書類
様式１「役員等氏名一覧表」に記載する者に
執行役員は含まれるか。

法人の履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書に記載されてい
る、現在の役員を全員記載してください。（執行役員だが取締役で
はない者は上記の証明書には記載されません。）

-

21 申請書類
県内で施設を複数運営しているが、どのよう
に申請すれば良いか。

１回の申請に複数の施設をまとめて申請してください。
申請の際は、各様式記載例を参考にし、どの経費がどの施設のもの
かはっきりと分かるように記載してください。

補助事業計画書兼収支内訳書 交
付申請用 （様式２）【記載例】

22 申請書類

「県から補助金の支払い（振込み）を受ける
金融機関の通帳【写し】」について、ネット
バンキング・当座預金を利用しており通帳を
発行していない場合はどうすればよいか。

決済画面の写し等により、金融機関名（コード番号を含む）、支店
名（コード番号を含む）、預金の種類、口座番号、口座名義人が確
認できるものをご用意ください。

事業実施の手引きP4
【１実績報告について　（２）
実績報告の書類・提出期限　⑥
県から補助金の支払い(振込み)
を受ける金融機関の通帳(写
し)】

23 申請書類
複数の施設について申請した場合、補助金は
施設ごとの口座に振り分けてもらえるか。

県からの補助金の振込先口座は、１事業者１口座となり、名義は交
付決定を受けた補助事業者（法人又は個人事業主）の名義に限りま
す。施設ごとに補助金の振込先口座を振り分けることはできませ
ん。

申請の手引きP3
【１ 交付申請書　⑨県から補助
金の支払い(振込み)を受ける金
融機関の通帳(写し)】

24
申請書類の送付方
法

宅配便（ゆうパックなど）で申請書や報告書
を送付することができるか。

郵送での送付は受け付けておりません。神奈川県電子システムから
申請してください。また、本補助金のウェブサイトにも神奈川県電
子申請システムへのリンクがあります。

申請の手引きP2
【１ 交付申請書】
申請の手引きP8
【６ 申請受付期間】
事業実施の手引きP3
【１実績報告について　（２）
実績報告の書類・提出期限】

25
事業実施に係る発
注方法

備品購入や改修工事等を自社発注した場合、
対象となるか。

下記のいずれかに該当する場合は、利益を除外した経費は対象とな
ります。
(ｱ)　補助事業者自身の商品等　（補助対象額＝原価）
(ｲ)　100％同一の資本に属するグループ企業の商品等
　　（補助対象額 ≦ 製造原価）
(ｳ)　補助事業者の関係会社の商品等
　　（補助対象額 ≦ 製造原価＋当該調達品に対する経費等の
　　　販売費＋一般管理費）

募集要領P4
【５補助対象経費　（１）補助
対象となる経費の要件】

26 経費の証拠書類
納品書等、事業が完了したことが確認できる
書類が無い場合はどのようにしたらよいか。

書類によっては再発行が出来る場合があるので発注先に確認してく
ださい。全ての書類が用意できない場合、補助金の交付は出来ませ
ん。

事業実施の手引きP4
【２経費支出の証拠書類等につ
いて】

27 経費の支払い方法
クレジットカードや各種電子決済で支払った
場合に発生するポイントの扱いはどうすれば
よいか。

本補助金交付における影響は特段ありません。事業者様において処
理してください。ただし、本補助金事業の支払いに充当する場合に
は補助対象経費から減額して申請してください。

事業実施の手引きP5
【２経費支出の証拠書類等につ
いて （１）経費支出の証拠書
類】

28 経費の支払い方法

経費の分割払いを行っており、経費の半分を
頭金として支払い、残りの支払いを補助事業
の対象期間終了後に行った場合、補助対象と
なるか。

１事業（契約や発注ごと）において、すべての支払いが補助事業実
施期間内に終わっていないため、全額が補助の対象となりません。

事業実施の手引きP3
【１実績報告について（１）補
助事業の終了について】

29 経費の支払い方法
ポイントを利用して支払った場合は補助の対
象となるか。

ポイントやクーポン、金券等で支払った分の金額は対象になりませ
ん。

事業実施の手引きP5
【２経費支出の証拠書類等につ
いて （１）経費支出の証拠書
類】

30 経費の支払い方法
支払いを振込で行う際、振込手数料を相殺し
た代金を振り込んだが、その場合の補助対象
経費はいくらになるか。

振込手数料は補助対象外経費です。
申請者が実際に負担した金額が補助対象経費となります。
（例）
　商品代金：10,000円
　振込手数料： 410円
　振込金額： 9,590円←補助対象経費

事業実施の手引きP6
【２経費支出の証拠書類等につ
いて　③振込の証明書類】

31
申請後の追加・変
更手続き

すでに申請書を提出したが、申請書の内容を
変更したい場合にはどのようにすればよい
か。

申請は原則、１事業者当たり１回となります。申請漏れが無いよう
に申請内容を精査のうえ、申請書を提出してください。なお、交付
決定後に申請した内容で変更が生じた場合には県への変更申請等の
対応が必要です。状況により対応が異なりますので、まずは事務局
にお問い合わせください。

事業実施の手引きP14
【８ 事業計画等の変更、補助事
業の中止・廃止について】

32 実績報告書
実績報告の際の経費支出の証拠書類として
「発注書・納品書・銀行振込明細書、領収書
等」とあるが、全ての書類が必要となるか。

原則として、①発注書（発注日時・発注内容の確認）、②納品書
（納品等により事業完了の確認）、③銀行振込証明書類（支払いの
実施の確認）が必須となります。ただし、関連書類での代替等が可
能な場合もあります。

事業実施の手引きP5
【２経費支出の証拠書類等につ
いて （１）経費支出の証拠書
類】


